
ＢＰＲ支援業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本業務は、人口・職員が減っても運営可能な行政を実現することを大目標とし、そのた

めに業務改革、内部業務の効率化、省力化により、事務処理に掛かる時間の短縮を実現す

るとともに、そのためのＢＰＲ手法を、ワークショップ等を通じて職員が身につけること

を目的とする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

ＢＰＲ支援業務委託 

（２）業務内容 

   別紙「仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日 まで 

 

３ 提案上限額 

４，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※当該金額は、企画提案内容の規模を示すためのもので、契約締結の際の予定価格を

示すものではない。 

 

４ 担当部署（各書類提出先及び問合せ先）  

酒田市企画部企画調整課デジタル変革戦略室 

（令和８年４月１日以後は、酒田市企画部デジタル戦略課） 

所在地   〒998-8540 山形県酒田市本町２丁目２番４５号 

電 話     0234-43-8336 

電子メール dx@city.sakata.lg.jp 

担 当   加藤 

 

５ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、単独企業又は個人事業主とし、次に掲げる要件を

全て満たす者とする。 

 

① 令和７・８年度酒田市競争入札（見積）参加者登録簿（測量・建設コンサルタント

等、物品・役務・賃貸借）の「調査・研究、コンサルティング」又は「情報処理」に
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おいて登載されていること。未登録の場合は、参加表明書提出までに、参加資格審査

申請を行い、登録が完了していること。 

② 公告の日から受託候補者特定の日までのいずれの日においても、地方自治法施行令

(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４に規定する者に該当しないこと。 

③ 公告の日から受託候補者特定の日までのいずれの日においても、酒田市競争入札参

加資格者指名停止要綱（平成２９年告示５８０号）に基づく指名停止を受けている者

でないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号)第１７条の規定による更生手続開始の申

立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開

始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生

法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 

６ 参加表明手続 

本プロポーザルに参加する意思がある者は、次のとおり関係書類を提出すること。 

（１）提出書類 

 参加表明書（様式第１号） １部 

（２）提出期限 

 令和８年４月２日（木）１７時００分（必着） 

（３）提出場所 

   「４ 担当部署」のとおり。 

（４）提出方法 

 持参又は書留郵便によること。 

（５）参加資格の確認及び結果通知 

参加表明書等の提出書類に基づき、参加資格の有無について確認を行い、その結果

について、令和８年４月３日（金）までに次に掲げる事項を記載した参加資格確認通

知書を、電子メールにより通知する。 

ア 参加資格があると認めた者（様式第２号） 

参加資格がある旨及び企画提案書の提出を要請する旨 

イ 参加資格がないと認めた者（様式第３号） 

参加資格がない旨及びその理由 

 

７ 質疑応答等 

本実施要領の内容について疑義がある場合は、次のとおり質問を受け付ける。質問内

容及び回答については、本市ホームページに掲載する。 

（１）提出期限 

令和８年３月１９日（木）１７時００分まで（必着） 



（２）提 出 先 

    「４ 担当部署」のとおり。 

（３）提出方法 

電子メールにより電子データ（添付ファイル）を提出すること。 

（４）提出書類 

質疑書（様式第４号） 

（５）回答方法 

令和８年３月２４日（火）に、本市ホームページで回答を公開する。（個別にＵＲ

Ｌを連絡する。） 

 

８ 企画提案書作成要領 

企画提案書の提出を要請された者（以下「提案者」という。）は、次に定めるところ

により企画提案書を作成し、提出するものとする。 

（１） 提出書類 

  １）企画提案書 

・企画提案は、１者につき１案のみとする。 

・企画提案書（様式第５号）を表紙とし、目次、本編で構成すること。本編は「１

０企画提案の審査（３）審査項目及び評価基準」に示す表のとおりの形式で記載

し、評価対象項目の記載場所を明確にすること。 

※これに即さない場合は、正しい評価が得られない場合があるので注意するこ

と。 

・原則として、横書き、横：縦＝１６：９の比率（ワイド画面）での表示を前提に

作成すること。ただし、図表等の表示の都合上、必要がある場合は、部分的に用

紙の方向や大きさを変更してもかまわない。 

・ページ番号は、目次を除いた部分を通し番号とし、項目毎にページ番号を区分し

ないこと。 

・本編は３０ページ以内とすること。ページ数削減のため、重複する内容は「〇ペ

ージに記載のとおり」のように記載個所を明らかにして省略してもかまわない。 

・本文を表示する文字は、見やすい大きさとするよう配慮すること。 

・多色刷り、イメージ図、イラスト等の試用は可とする。 

・記載内容については、的確な審査ができるよう具体的な記述を心がけること。 

・審査においては提案者名を伏せて審査するため、企画提案書の目次及び本編に

は、提案者名、コーポレートマーク、その他提案者名を類推させる記載は行わな

いこと。 

２）価格提案書（見積書）  

・「３ 提案上限額」の範囲内で業務の経費に係る見積もりを作成すること。 



・価格提案書（見積書）は任意様式とするが、必ず積算の内訳を示すこと。一式で

の計上は認めない。 

（２）提出期限 

 令和８年４月１３日（月）１７時００分（必着） 

（３）提出場所 

   「４ 担当部署」のとおり。 

（４）提出方法 

 電子メールで提出すること。ただし、価格提案書（見積書）は持参又は郵送にて原

本も提出すること。 

 なお、すべての電子データはＰＤＦファイル形式で提出すること。 

（５）提出部数 

   １部 

（６）企画提案書等提出書類の取扱い 

  ① 提出後の書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、本市の判断により、記載

内容の確認、資料の補正等を求めることがある。 

② 提出された企画提案書は、プロポーザル方式による受託候補者の特定のために使

用し、また複製等をすることができるものとする。 

③ 企画提案書の著作権は、提案者に帰属するものとする。 

④ 提出された企画提案書は、酒田市情報公開条例（平成１７年条例第１９条）第５

条第１項に基づく公文書の公開請求があった場合は、同条例第７条に規定する非公

開情報を除き、開示するものとする。 

 

９ 企画提案の審査 

（１）基本事項 

① 審査は、市が設置する酒田市ＢＰＲ支援業務委託に係るプロポーザル事業者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）において提出された企画提案書の内容、プ

レゼンテーション及びヒアリングの審査を基に総合的に評価し、受託候補者及び次

点者の特定を行う。 

 ② 選定委員会は、非公開とする。 

③ 最低基準点未満の場合は、受託候補者を特定しないものとする。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

選定委員会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るプレゼンテ

ーション及びヒアリングを次のとおり行う。ただし、提案者が４者以上となった場合

は、第1次審査として企画提案書に対する書類審査を行い、上位３者のみプレゼンテ

ーション及びヒアリングを行うものとする。 

①  実施方法 



ア １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間はプレゼンテーション２０分、

ヒアリング４０分の計６０分とする。 

イ 企画提案追加資料の配付は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案や

写真を用いたスライドプレゼンテーションソフトの使用は可とする。 

ウ プレゼンテーションを行うものは、予定されている本業務のプロジェクトリー

ダー又は主担当者を基本とする。参加人数については５名以内とする。 

エ プレゼンテーション及びヒアリングへの参加は、ＷＥＢ会議サービス等を用い

ての参加も可とする。 

②  実施日時及び場所 

令和８年４月１７日（金）１４時３０分～１８時００分（予定） 

※順番等の詳細は、各提案者に別途通知する。  

（３）審査項目及び評価基準 

企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングにより、次表の審査項目について

それぞれ評価し、評価点を算出する。 

【審査項目】 

審査項目 評価内容 配点 

プロジ

ェクト

運営 

※１ 

実施体制 本業務を遂行するために十分な実績等を備えた

要因を配置する等、プロジェクトの推進体制が

充実しているか。 

１０ 

プロジェクト

管理 

進捗管理、課題・リスク管理、品質管理、コミ

ュニケーション管理のプロジェクト管理の方法

が明確にされているか。 

１０ 

業務実

施方針 

業務の理解度 本業務の背景、目的を理解し、本業務を成功裏

に収めるために妥当な実施方針及び成果指標を

設定しているか。 

２０ 

業務の

内容 

スケジュール 本業務の作業スケジュールについてわかりやす

く示されているか。 

１０ 

支援内容 本市の現状及び成果指標を踏まえ、支援の考え

方と支援内容について、効果的なものである

か。 

２０ 

人材育成 業務の内容に、ＢＰＲに取り組む人材育成の観

点をどの程度有しているか。 

１０ 

その他 独自提案 独自提案に関する評価 １０ 

価格 

※２ 

価格評価 （最低提案見積額／提案見積額）×配点 

小数点以下切り捨て 

１０ 

合計 １００ 



 ※１※２については、採点の結果評価基準を満たさない場合は、失格となり得る。 

 

４）受託候補者等の特定 

選定委員会において、各委員が提案者毎に評価点数の合計で順位を付け、第１位の

順位が最も多い者を受託候補者とし、次に多い者を次点者として特定する。 

なお、複数の提案者において、第１位の順位獲得数が同数の場合は、全委員の評価

点数を合計し順位を付け、最も評価点数の高い者を受託候補者とする。 

（５）審査結果の通知 

１）受託候補者を特定したときは、提案者全てに対し、審査結果通知書（様式第６

号）により、次の事項を通知する。 

ア 受託候補者及び次点者の名称 

イ 評価結果（点数等） 

ウ 受託候補者にあっては、今後の契約手続の旨 

エ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由について、所定の期限まで

に説明を求めることができる旨 

２）受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり市長に対して説

明を求めることができる。 

ア 提出期限 

 審査結果の通知のあった日から起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）以内の午後５時までとする。（必着） 

イ 提出場所 「４ 担当部署」のとおり。 

ウ 提出方法 任意の様式による電子メール 

３）市長は、２）の説明を求められたときは、説明を求める書面の提出期限日から起

算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に書面にて回答する。 

（６）審査結果の公表 

受託候補者を特定したときは，次の事項を公表する。 

① 受託候補者及び次点者の名称 

② 受託候補者の評価結果（点数等） 

③ 審査経過、審査結果及び委員名 

 

１０ 契約に関する基本事項 

（１）受託候補者と協議を行い、受託候補者の提案内容をもとに必要に応じて仕様書を修

正し、その仕様書に基づく見積書を徴取の上、随意契約の方法により契約を締結する

ものとする。 

（２）受託候補者と契約締結に至らなかった場合には、次点者を新たな受託候補者として

交渉を行うものとする。 



（３）契約手続き及び契約書は、酒田市契約規則（平成１７年規則第５８号）その他市の

契約に関する規定に定めるところによる。 

（４）受託候補者が契約締結の日までの間に参加資格要件を満たさなくなった場合、提出

書類に虚偽の記載があったことが判明した場合、又は契約締結に至らなかった場合は

受託候補者としての特定を取り消し、次点者を新たな受託候補者として協議する。 

契約締結後においても、市は催告を要せず契約を解除できるものとし、これらによ

り受託候補者又は契約の相手方に損害が生じた場合にあっても、市は一切の損害を負

担しない。 

 

１１ スケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 

公募開始 令和８年３月１３日（金） 

質疑書の提出 令和８年３月１９日（木）１７時００分まで 

質疑書に対する回答 令和８年３月２４日（火）１７時００分まで 

参加表明書等の提出 令和８年４月２日（木）１７時００分まで 

参加資格確認通知 令和８年４月３日（金）１７時００分まで 

企画提案書の提出 令和８年４月１３日（月）１７時００分まで 

プレゼンテーション 

ヒアリング 
令和８年４月１７日（金）予定 

辞退届の提出 令和８年４月１３日（月）１７時００分まで 

審査結果の通知 令和８年４月２０日（月）予定 

 

１２ その他 

（１）辞退の取扱い 

参加資格確認通知書において、参加資格があると認めた者のうち、特別な事情等に

より辞退しなければならない場合は、令和８年４月１３日（月）１７時００分までに

辞退届（様式第７号）を持参又は郵送（書留郵便）により提出すること。 

（２）失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、その者を失格とする。 

① 参加資格要件を満たしていない場合又は受託候補者特定の日までの間に参加資 

格要件を満たさなくなった場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 提案書の提出方法、提出場所、提出期限に適合しない場合 

④ 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合 

⑤ 説明会、プレゼンテーション又はヒアリングに理由もなく欠席した場合 



⑥ 特定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑦ 提案価格が、「３ 提案上限額」を超過する場合 

（３）留意事項等 

１）書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量

法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 

２）書類の作成や提出、プレゼンテーション、ヒアリング等に要する経費は、提出者

の負担とする。 

３）失格事項の②に該当する場合には、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置

を行うことがある。 

４）やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認める

ときは、中止することがある。この場合において、本プロポーザルに要した経費を

市に請求することはできない。 

５）提出された書類は、返却しない。 

６）提出された書類は、提出者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

 

 


